
 

「ハラスメント撲滅月間」に伴う「特別相談窓口」の設置について 

 

１２月は「ハラスメント撲滅月間」です。近年ハラスメントに関する事案は全国的に増えており、会

社の対応の仕方次第によっては会社にも損害賠償を求められるケースもあります。 

働き方改革サポートオフィス山口（※）では、１２月の「ハラスメント撲滅月間」にあわせ、社内に

おけるハラスメント防止措置について適切に実施していただくため、企業・団体のご担当者を対象

に専門家による特別相談窓口を下記のとおり設置します。相談は無料です。相談内容の秘密は

守られますのでこの機会にお気軽にご相談ください。 

記 

◆期間：令和７年１２月１５日（月）～１２月２６日（金） 

◆時間：９：００～１７：００ 

◆方法：電話または来所（電話 フリーダイヤル ０１２０―１７２－２２３） 

◆対象：山口県内の企業、団体の人事・労務担当者 

◆相談内容：以下のとおり 

ハラスメント防止規定等の整備／周知のためのリーフレットの作成／相談窓口 

相談対応マニュアルの作成／被害者への配慮措置／研修会の開催／ など 

  

※「働き方改革サポートオフィス」は、厚生労働省の委託に基づき、県内の企業・団体様向けに、社会保険労務

士による労務全般についての相談に応じるとともに、必要に応じて会社に直接出向いてのコンサル業務を行っ

ています。 

 

 

 

働き方改革サポートオフィス山口 

〒７５３－００８３山口市後河原２５番地 愛
山会ビル２階 

電話 ０８３－９０２－３５１２ 

担当：山田 


